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（参考）新旧対照表 

・第８次計画案は第７次計画から構成を変更しており単純な比較が難しいことから、左側に第８次計画案、右側に現行の第７次計画、中央に第８次計画案記載に対応する第７次計画の該当箇所を抜粋して比較し

ています。 

第８次計画中間案（事務局案） 第７次計画 対応箇所（抜粋） 第７次計画 

【現状と課題】 

１ 宮城県のへき地医療の現状 

（１） 無医地区等 

● 本県には、へき地医療対策の必要な地区として、令和４年（２０２

２）１０月末時点で、無医地区（９地区）、無医地区に準じる地区（７

地区）、無歯科医地区（８地区）、無歯科医地区に準じる地区（６地区）

があります。 

● 県内の無医地区・無歯科医地区は、東日本大震災で被災した医療機

関の閉鎖等に伴い一時的に増加したものの、令和４（２０２２）年１

０月末時点では、震災前の数を下回っており、交通環境の整備が進ん

だことなどにより減少傾向にあります。 

 

（２） へき地診療所 

● 地域住民に医療を提供するため、１６か所のへき地診療所が整備・

運営されています。 

● 多くのへき地診療所において、在宅医療を希望する住民に対して

訪問診療が実施されています。 

 

（３） へき地医療拠点病院 

● 地域住民に対する医療提供体制を確保するため、へき地医療拠点

病院として４病院が指定され、へき地診療所への代診医派遣などを実

施しています。 

● 代診医派遣回数は、平成２９（２０１７）年度以降は増加傾向にあ

ります。 

 

（４） へき地医療に従事する医師 

● へき地医療については、へき地診療所やへき地医療拠点病院に勤

務する医師をはじめとした医療従事者が担っています。 

● 自治医科大学、東北医科薬科大学及び東北大学の地域枠において、

へき地医療を含めた地域医療に貢献する医師の養成が行われていま

す。 

 

 

 

１ 宮城県のへき地医療の現状 

 

● 本県には，へき地医療対策の必要な地区として，令和元年１０月末

時点で，無医地区（９地区），無医地区に準じる地区（７地区），無歯

科医地区（８地区），無歯科医地区に準じる地区（６地区）があり， 

● 県内の無医地区・無歯科医地区は，東日本大震災で被災した医療機

関の閉鎖等に伴い一時的に増加したものの，令和元年１０月末時点で

は，震災前の数を下回っており，交通環境の整備が進んだことなどに

より減少傾向にあります。 

 

 

● 地域住民に対する医療提供体制を確保するため，令和２年１０月

１日時点で，へき地診療所（１６ヶ所）が整備・運営されています。 

● へき地診療所による訪問診療は増加傾向にあり，在宅医療を希望

する住民への医療提供体制の整備に努めています。 

 

 

● 令和２年４月１日現在，へき地医療拠点病院に４病院を指定し，へ

き地診療所への代診医派遣などを実施しています。 

● 代診医派遣回数は，平成２４（２０１２）年度以降は増加傾向にあ

ります 

 

 

 

 

 

● 東北地方の地域医療に貢献する総合診療医等の養成に重点を置い

た東北医科薬科大学医学部が平成２８（２０１６）年に開学し，今後

のへき地医療を含めた地域医療に貢献する人材の養成が行われてい

ます。 

● また，へき地医療等の地域医療を担う自治医科大学卒業医師には

卒後９年間に後期研修や週１回の研修など，臨床技術の向上を図る機

【現状と課題】 

１ 宮城県のへき地医療の現状 

● 本県には，へき地医療対策の必要な地区として，令和元年１０月末

時点で，無医地区（９地区），無医地区に準じる地区（７地区），無歯

科医地区（８地区），無歯科医地区に準じる地区（６地区）があり，地

域住民に対する医療提供体制を確保するため，令和２年１０月１日時

点で，へき地診療所（１６ヶ所）が整備・運営されています。 

● 県内の無医地区・無歯科医地区は，東日本大震災で被災した医療機

関の閉鎖等に伴い一時的に増加したものの，令和元年１０月末時点で

は，震災前の数を下回っており，交通環境の整備が進んだことなどに

より減少傾向にあります。 

 

２ 医療提供体制の現状と課題 

● へき地医療を広域的かつ効率的に支援するため，平成１５（２００

３）年に，県医療整備課（現医療政策課）内にへき地医療支援機構を

設置しました。令和２年４月１日現在，へき地医療拠点病院に４病院

を指定し，へき地診療所への代診医派遣などを実施しています。 

● 代診医派遣回数は，平成２４（２０１２）年度以降は増加傾向にあ

りますが，この制度を活用していない診療所も多数あることから，制

度の普及啓発や積極的な活用が課題となっています。また，へき地医

療支援機構による支援以外にも，地元病院との連携や医師間の診療協

力により補われていますが，安定的な支援体制の確保のため，ネット

ワークの整備が必要な状況にあります。 

● へき地診療所等の医療施設や心電図などの医療設備，へき地患者

輸送車等の整備支援を行っています。 

● 医学生修学資金等貸付事業などを通じた人材の確保に取り組んで

います。また，へき地医療等の地域医療を担う自治医科大学卒業医師

には卒後９年間に後期研修や週１回の研修など，臨床技術の向上を図

る機会が提供されています。しかし，義務年限終了後は自らのキャリ

アアップを図ることが難しいことなどから，へき地診療所への定着が

進んでいない状況にあります。 

● 東北地方の地域医療に貢献する総合診療医等の養成に重点を置い

た東北医科薬科大学医学部が平成２８（２０１６）年に開学し，今後
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● みやぎドクターバンク事業により、県内の自治体病院等で診療業

務に従事する医師が採用され、へき地医療を含めた地域医療を担って

います。 

（５） へき地を支援するシステム等 

● へき地医療を広域的かつ効率的に支援するため県医療政策課内に

設置されたへき地医療支援機構が、へき地診療所の医師が不在となる

場合に、へき地医療拠点病院からへき地診療所への代診医派遣の調整

等を実施しています。 

● へき地における患者搬送体制については、救急車両、船舶及びドク

ターヘリにより、救急医療機関等への搬送体制が整備されています。 

 

● 離島と本土をつなぐ橋梁の整備については、平成３１（２０１９）

年４月に気仙沼大島大橋が開通したほか、女川町出島において整備が

進められており、架橋による医療機関へのアクセス向上が期待されて

います。 

 

２ 医療提供体制等の課題 

● へき地診療所には、医師の確保、必要な医療機器の整備及びへき地

医療拠点病院との連携等により、地域住民の医療を確保することが求

められています。 

● へき地医療拠点病院には、へき地診療所への代診医の派遣及び技

術指導並びに援助、遠隔診療等の実施による各種診療支援等により、

診療支援機能を向上することが望まれています。 

● へき地医療支援機構には、代診医派遣等の調整や、宮城県医師育成

機構との連携による、へき地医療体制の総合的な企画運営が必要とさ

れています。 

 

 

【目指すべき姿】 

無医地区等における地域住民の医療を確保するとともに、診療支援体

制の整備を図ります。 

 

 

 

 

 

会が提供されています。 

 

 

 

● へき地医療を広域的かつ効率的に支援するため，平成１５（２００

３）年に，県医療整備課（現医療政策課）内にへき地医療支援機構を

設置しました。 

へき地診療所への代診医派遣などを実施しています。 

● へき地における患者搬送体制については，従来の救急車両や船舶

による搬送に加え，平成２８（２０１６）年からのドクターヘリの導

入に伴い，傷病者の救命率向上などの効果が見込まれています。 

● 離島と本土をつなぐ橋梁の整備については，平成３１（２０１９）

年４月に気仙沼大島大橋が開通したほか，女川町出島において整備が

進められており，架橋による高次救急医療機関へのアクセス向上が期

待されています。 

 

２ 医療提供体制の現状と課題 

 （新たに整理） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【目指すべき方向性】 

 （新たに整理） 

 

 

 

 

 

 

 

のへき地医療を含めた地域医療に貢献する人材の養成が行われてい

ます。 

地域医療に従事するための動機付けとして，県内外の医学生を対象と

した研修会や，医学部等を目指す中高校生に対する講演を実施するな

ど，医療従事者の確保に努めています。 

● へき地診療所による訪問診療は増加傾向にあり，在宅医療を希望

する住民への医療提供体制の整備に努めています。 

● へき地における患者搬送体制については，従来の救急車両や船舶

による搬送に加え，平成２８（２０１６）年からのドクターヘリの導

入に伴い，傷病者の救命率向上などの効果が見込まれています。 

● 離島と本土をつなぐ橋梁の整備については，平成３１（２０１９）

年４月に気仙沼大島大橋が開通したほか，女川町出島において整備が

進められており，架橋による高次救急医療機関へのアクセス向上が期

待されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【目指すべき方向性】 

● 地域の住民が適切な医療を受けることができるよう，へき地診療

所の運営を支援します。 

● へき地診療所による医療提供体制を確保するため，へき地医療拠

点病院の役割強化と機能充実を図ります。 

● へき地医療を担う医師が安心して勤務・生活できるよう，動機付け

やキャリア形成を支援し，へき地医療従事者の確保・定着を図ります。 
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【施策の方向】 

１ へき地の診療体制の確保 

● へき地診療所の診療体制を充実させるため、運営を支援するとと

もに、施設・設備の整備を推進します。 

● へき地診療所等における訪問診療に必要な機器整備を推進し、訪

問診療による診療体制の強化を目指します。 

● 訪問看護師の確保と資質向上を図るため、訪問看護事業所におけ

る訪問看護師の育成を支援します。 

 

２ へき地診療の支援体制の強化 

（１）へき地医療拠点病院による支援体制の強化 

● へき地医療拠点病院が実施するへき地診療所への代診医派遣、へ

き地医療従事者に対しての医療知識・技術を習得するための研修など

を支援します。 

 

 

 

 

●遠隔医療設備の導入を支援し、情報通信機器の活用による病院・診

療所間の連携を図ります。 

 

（２） 患者搬送体制の充実 

● ドクターヘリの活用や患者輸送車・患者輸送艇の整備を支援する

ことにより、へき地における救急医療機関等への患者搬送体制の一層

の充実を目指します。 

 

３ へき地医療体制の総合的な企画運営 

へき地医療支援機構と宮城県医師育成機構の連携により、へき地に

おける医療従事者の確保、医師のキャリア形成支援及び代診医派遣の

調整等をより効果的・効率的に推進します。 

 

● 修学資金制度等における指定医療機関に、へき地医療を担う医療

機関を含めることで医療従事者の確保に努めます。 

 

● みやぎドクターバンク事業等により県内で勤務を希望する医師を

募集し、県内の自治体病院・診療所の医師の確保を図ります。 

【施策の方向】 

１ 無医地区等への安定的な医療提供体制の確保 

● へき地診療所の運営を支援するとともに，へき地診療所等の施設・

設備の整備を推進します。 

● 住民が安心して生活できるよう，無医地区等における訪問診療・訪

問看護提供体制の確保に努めます。 

 

 

 

２ へき地医療支援体制の拡充 

 

● へき地医療拠点病院からへき地診療所への代診医派遣を調整する

とともに，各へき地診療所からの要請に応じて派遣体制を充実させま

す。 

● へき地の医療提供体制を確保するため，へき地医療拠点病院の機

能を強化し，へき地医療従事者が医療知識・技術を習得するための研

修の実施等，へき地診療所の支援に努めます。 

 

● 専門医が不足する地域において，病院・診療所間の連携や医師間に

よる連携を図るため，ＩＣＴを活用した「遠隔カンファレンスシステ

ム」導入を支援します。 

 

● 救急艇やドクターヘリの活用により，へき地における救急医療体

制の一層の充実を目指します。 

 

 

 

● へき地における医療従事者の確保や医師のキャリア形成支援等を

より効果的・効率的に推進するため，国の動向も踏まえつつ，宮城県

へき地医療支援機構と宮城県医師育成機構の統合も視野に入れた，よ

り一体的な取組について検討を進めます。 

● 宮城県医師育成機構等と連携して，自治医科大学関係事業や医学

生修学資金等貸付事業などによる人材の確保や，東北医科薬科大学等

の医学生を対象とした地域医療への理解を深める取組を推進し，医療

従事者の確保に努めます。 

 

 

【施策の方向】 

１ 無医地区等への安定的な医療提供体制の確保 

● へき地診療所の運営を支援するとともに，へき地診療所等の施設・

設備の整備を推進します。 

● へき地医療拠点病院からへき地診療所への代診医派遣を調整する

とともに，各へき地診療所からの要請に応じて派遣体制を充実させま

す。 

● 宮城県医師育成機構等と連携して，自治医科大学関係事業や医学

生修学資金等貸付事業などによる人材の確保や，東北医科薬科大学等

の医学生を対象とした地域医療への理解を深める取組を推進し，医療

従事者の確保に努めます。併せて，へき地医療を担う医師のキャリア

形成を支援し，へき地への定着を推進します。 

● へき地における医療従事者の確保や医師のキャリア形成支援等を

より効果的・効率的に推進するため，国の動向も踏まえつつ，宮城県

へき地医療支援機構と宮城県医師育成機構の統合も視野に入れた，よ

り一体的な取組について検討を進めます。 

 

２ へき地医療支援体制の拡充 

● 宮城県へき地医療支援機構と宮城県医師育成機構の連携により，

へき地医療拠点病院からの代診医派遣等，へき地診療所への効率的・

効果的な支援を行います。併せて，へき地医療拠点病院から代診医を

派遣しやすい環境の整備に努めます。 

● へき地の医療提供体制を確保するため，へき地医療拠点病院の機

能を強化し，へき地医療従事者が医療知識・技術を習得するための研

修の実施等，へき地診療所の支援に努めます。また，へき地医療拠点

病院を新たに指定し，へき地医療支援体制の拡充を図ります。併せて，

県内全てのへき地医療拠点病院において，必須事業を継続的に実施で

きるようになることを目指します。 

 

３ へき地医療の地理的格差の解消 

● 住民の様々なニーズに対応するため，保健・医療・福祉関係機関が

相互に情報を共有することにより，地域連携を強化し，地理的格差の

解消に努めます。 

● 専門医が不足する地域において，病院・診療所間の連携や医師間に

よる連携を図るため，ＩＣＴを活用した「遠隔カンファレンスシステ

ム」導入を支援します。 

● 住民が安心して生活できるよう，無医地区等における訪問診療・訪
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● 地域医療に従事するための動機付けとして，県内外の医学生を対

象とした研修会や、医学部等を目指す高校生に対する講演などを実施

します。 

 

 

【数値目標】 

・へき地診療所からの代診医依頼に対する派遣率 

・へき地医療拠点病院の中で必須事業の実施回数が年間１回以上の医

療機関の割合 

● 地域医療に従事するための動機付けとして，県内外の医学生を対

象とした研修会や，医学部等を目指す中高校生に対する講演を実施す

るなど 

 

 

【数値目標】 

・代診医派遣回数 

・へき地医療拠点病院の中で必須事業の実施回数が年間１回以上の医

療機関の割合 

問看護提供体制の確保に努めます。 

● 救急艇やドクターヘリの活用により，へき地における救急医療体

制の一層の充実を目指します。 

 

 

【数値目標】 

・へき地医療拠点病院の指定 

・代診医派遣回数 

・へき地医療拠点病院の中で必須事業の実施回数が年間１回以上の医

療機関の割合 

 

 


